
筑前町ふるさと納税管理業務仕様書 

 

１．業務名  

筑前町ふるさと納税管理業務 

 

２．目的  

筑前町（以下「本町」という。）では、ふるさと納税制度を通じた本町の魅力

発信や地場産業の振興を推進し、そのことを通じて、地域経済の活性化と地方創

生地域活性化事業の財源確保を進めている。  

この取組における本町へのふるさと納税に係る寄附情報（寄附情報を含む）管

理、返礼品の発注・配送管理、本町への寄附増加につながるPR等の業務につい

て、民間業者が持っている体制やノウハウを活用し、効率的かつ効果的に進める

ことを目的とする。  

 

３．履行期間  

（１） 令和８年４月１日から令和９年３月31日まで。なお、本業務における寄

附の受付については、令和８年４月１日から開始するものとし、契約締結

の日から受付開始までの間はシステム設計構築等の準備期間とし受託者の

責任において行い、当該準備期間中に発生する費用等については、受託者

が負担するものとする。 

（２） 契約は単年度とするが、業務を継続して委託することに支障がないと本

町が認める場合は、本町と受託者双方合意の上、契約の締結を行うことが

可能である。 

 

４．前提条件  

（１）使用するふるさと納税ポータルサイト  

現在、本町が利用しているふるさと納税ポータルサイトは、「さとふる」、

「楽天ふるさと納税」、「ふるさとチョイス」、「ＡＮＡふるさと納税」、「ふ

るなび」、「三越伊勢丹ふるさと納税」及び「まちのわふるさと納税」の７つ。

今回は原則として「さとふる」、「三越伊勢丹ふるさと納税」及び「まちのわふ

るさと納税」以外のポータルサイト（以下「サイト」という。）の業務を委託す

ることとする。 

（２）寄附管理システム   

寄附情報等の管理に当たっては、寄附情報管理、寄附者情報管理、返礼品の発

注・配送管理等を一元的に管理できること。 

 

（３）業務規模  

業務規模の参考値として、令和７年中（令和７年４月１日から令和７年11月30
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日まで）の寄附額実績、返礼品数及び返礼品取扱事業者数については、次のとお

りである。  

① 令和７年の寄附実績  

寄附金額178,986千円 

（内、さとふる約70%、チョイス約10％、楽天約10％、その他10％）  

② 登録返礼品数 約1,500品目（定期便及び期間限定等の返礼品を含む。）  

③ 返礼品取扱事業者140社（返礼品数と事業者数は令和７年12月末時点） 

④ 寄附に占める返礼品種別  

米約50％、卵・魚卵約20％、野菜・果物約15％、観葉植物5％、その他10％ 

 

５．業務内容  

業務の内容は、次のとおりとする。 

優先交渉権者の企画立案等により調整する場合がある。  

（１）サイトの管理運営業務  

（２）返礼品開発及び登録に関する業務  

（３）返礼品等の受発注及び配送管理に関する業務  

（４）コールセンター業務（寄附者、事業者及び町職員対応） 

（５）広報・ＰＲ業務 ※別途費用が発生する場合は本町と事前協議を要する 

 

６．業務の詳細  

（１）サイトの管理運営業務  

受託者は、サイトに関する次の業務を行うこと。 

① 返礼品掲載情報の追加、更新、修正の管理運営を適切に行うこと。 

② 寄附申込があった際は、寄附者に対し、寄附受付に関する通知を行うこ

と。 

③ 返礼品掲載の際、画像準備（写真撮影や入手、画像の加工等）、返礼品

紹介文の作成を行い、寄附者に対し効果的にＰＲできるよう内容を充実

させること。 

④ 寄附分析（寄附傾向や返礼品の動向、流行等）を行い、分析結果を活用

し、受託者独自のノウハウやアイデアを駆使した効果的な取組みやプロ

モーション手段（広告やキャンペーン等）を提案し、本町と協議の上、

実施すること。 

⑤ インターネット環境がないなど、サイトの利用が困難な方で、本町への

寄附を希望する方に対し、紙媒体で送付することができる返礼品一覧

（パンフレット等）をデータ形式で作成すること。作成頻度として、月

に一回若しくは大量に返礼品記載内容が変更した際にメールにてデータ

を送信すること。 
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⑥ 本町で大規模災害等が発生した場合において、災害支援の寄附金を円滑

に受け入れることができるよう、迅速かつ臨機応変に対応すること。 

⑦ 本町に寄せられるレビューに対し、必要なものについては寄附者対応を

行うなど、サイトにおける本町に対するレビューの総合評価を高めるよ

う努めること。別途費用が掛かる場合は事前に本町と協議を行うこと。

なお、協議を行ったとしても本町として活用しないことがあることを理

解すること。 

 

（２）返礼品開発及び登録に関する業務  

返礼品開発及び登録に当たっては、次の内容により実施するものとし、本町の魅

力を効果的に発信し、地場産業の振興に寄与する返礼品の企画提案・新規返礼品の

開拓を行うこと。 

① 返礼品開発のほか、その調達や配送等、返礼品に関して必要となる返礼

品取扱事業者との契約等については、受託者の責任において対応するこ

と。 

② 本町が提供する情報、受託者が独自に入手した情報等をもとに、総務省

の定める地場産品基準等に適合する返礼品及び返礼品協力事業者を募集

するとともに、事業者と交渉の上、返礼品の候補の選定や開発を行い本

町に対して提案すること。なお、総務省の定める基準が改定された際や

本町が返礼品等に関する基準を示した場合等については、その範囲内で

見直しを行うこと。 

③ 本業務の対象となるサイトに掲載している既存返礼品については、継続

して取扱いができるよう、返礼品協力事業者と必要な手続を行うこと。

町が所有していない返礼品画像については、受託者にて返礼品協力事業

者と調整し画像撮影を行うが、撮影した画像使用の権利については本町

に使用許諾がある。 

④ 返礼品登録に当たって、受託者が返礼品協力事業者と調達価格、在庫

数、配送料及び受付期間等、サイト掲載に必要な情報について、よく協

議すること。 

⑤ 本業務は、本町の農業・産業を含む地域経済振興を一つの目的としてい

ることから、返礼品協力事業者の販路拡大の一助となるような支援を行

うこと。また、返礼品の提供を希望する事業者から相談を受けた場合等

においては、ふるさと納税制度の説明や返礼品掲載に至るまでの手順、

事務手続を案内するなど適宜対応すること。 

⑥ 返礼品協力事業者への訪問や電話連絡等を密に取り合うなど、顔の見え

る関係づくりを行い、連携・サポート体制を構築すること。特に返礼品

配送手続きについては既存システムから操作が変わることも考えられる

ため、フォローについては返礼品協力事業者の機器操作習得が得られる
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まで、誠実に対応すること。 

⑦ 返礼品登録の最終決定は、本町にて行うものとする。 

 

（３）返礼品等の受発注及び配送管理に関する業務  

受託者は、返礼品の受発注等に関する次の業務を行うこと。  

① 受託者は、返礼品の調達や配送に係る調整を行うこと。なお、これらの

実施に必要となる返礼品協力事業者との契約等については受託者の責任

において対応することになるが、返礼品協力事業者と受託者間で費用は

発生しない。 

② 返礼品協力事業者への返礼品発注は、寄附金納付を確認次第、迅速に行

うこと。なお、寄附者よりキャンセルの申し出が有った場合は町に確認

の上遅滞なく返礼品協力事業者に連絡を行うこと。 

③ 配送業者の選定に当たっては、返礼品協力事業者と協議の上、柔軟に対

応すること。特に受託者の意向で配送業者を変更する場合は、返礼品取

扱事業者とのトラブルが発生しないように説明を行うこと。 

④ 返礼品の配送手配について受託者が行うこと。このとき、配送先を記載

した配送伝票を配送会社が返礼品協力事業者に届ける、若しくは返礼品

協力事業者が簡易な方法で行える方法を提案すること。また、配送料が

安価となるよう努めること。 

⑤ 返礼品の配送が円滑に行われるよう、返礼品協力事業者と緊密な連携の

うえ、在庫管理を行うこと。また、寄附機会の損失を防ぐため、サイト

ごとに適宜、在庫確認を行い、サイト間での適切な在庫配分を行うこ

と。 

⑥ 返礼品配送に当たり、寄附者に対して配送に関する情報を事前にメール

等でお知らせすること。 

⑦ 返礼品の配送状況を管理するとともに、配送遅延、誤送及び破損等、配

送に関するトラブルが生じた場合は、寄附者、返礼品協力事業者及び配

送業者への対応を行うこと。 

⑧ 返礼品の品質管理に当たり、返礼品協力事業者、配送業者への指導監督

を行うなど、品質維持に必要な措置を講じること。 

⑨ 受託者は、返礼品協力事業者の出荷実績に基づき、返礼品調達費用及び

配送費用を返礼品協力事業者及び配送業者へ支払うこと。なお、本町へ

の委託料請求に当たっては、毎月の実績を集計の上、返礼品協力事業者

名、返礼品名称、発送数量等の内訳が分かる明細を添付すること。 

⑩ 定期便、期間限定返礼品又は提供数が限定された返礼品等については、

発送時期、掲載期間、受付可能件数等の管理を行うこと。 

⑪ 寄附者や返礼品取扱事業者及び本町と各種調整を行うこと。 

⑫ 寄附申込が大量になり、返礼品配送が遅延することが予想される場合
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は、寄附者に電話若しくはメール等により通知すること。 

⑬ 配送事故に対応した保険加入が可能であれば、本町に提案を行うこと。 

 

（４） コールセンター業務 （寄附者、事業者及び町職員対応） 

① 受託者は、寄附者からの各種問合せ（寄附に関すること、返礼品に関す

ること、配送に関すること、その他ふるさと納税全般に関すること等）

に総合的に対応するため、コールセンター（電話及びメール）を設置す

ること。 

② 寄附者及び返礼品協力事業者からの問い合わせに対応するコールセンタ

ーを設置するが、対応時間等については業務締結後打ち合わせを行うも

のとする。 

③ 本町からの問い合わせに対応するコールセンターの営業、原則として週

休日等を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後５時までとする。た

だし、年末年始の繁忙期のほか、本町が必要とした場合については、本

町と協議の上、受付時間の延長、休日対応等について依頼することがあ

るものとする。 

④ 寄附者からの苦情については、速やかに状況確認を行い、必要に応じて

返礼品協力事業者、配送事業者に対して対応及び対策を求めるなど、苦

情解決に向けた各種調整を行うとともに、適宜、本町に報告すること。 

 

（５） 広報・ＰＲ業務  

① ふるさと納税制度を通じ、本町の魅力を広く発信することにより、認知

度を向上させる。また、限られた予算の中で費用対効果の高い取り組み

を提案し、寄附獲得に努める。 

② 有償で行う内容を計画する場合は事前に本町と協議を行うこと。内容や

金額によっては実施しないことがあることを理解すること。 

③ 実施した広報・ＰＲ業務の具体的内容及び効果の分析結果等について

は、業務報告書により月次で本町へ報告すること。 

 

７. 業務委託料  

（１） 受託者に支払う費用は、次のとおりとする。  

① 基本委託料（寄附金額に委託料率を乗じた額）  

② 返礼品調達費用  

③ 返礼品の配送に要した実費。ただし、配送料が安価となるよう工夫を行

うこと。  

（２） 委託料の支払については、１か月単位で行うこととし、本町は受託者から

の適正な請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。  
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 ８. 再委託の禁止 

受託者は本業務について、一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならな

い。ただし、本町と協議の上、業務の一部を委託することが出来るものとする。 

この場合、あらかじめ書面により本町の承認を得るものとする。 

 

９. 契約不適合責任  

本町は、寄附者に対し、返礼品の調達・発送等に係る契約不適合責任を負わな

い。 また、受託者は、寄附者に対し、返礼品の調達・発送等に係る契約不適合

責任を負う。  

 

10. 損害賠償  

受託者は、委託業務の実施に当たり発生した損害（第三者に与えた損害を含

む。）について、賠償責任を負うこと。ただし、その損害のうち、返礼品協力事業

者、寄附者、本町又は第三者の責に帰する事由により生じたものについては、この

限りでない。  

 

11. その他  

（１） 業務内容については、本仕様書のほか、本プロポーザル実施要領や提案

内容に基づく。  

（２） 募集経費（配送料等）を削減する方法があれば提案を行うこと。 

（３） 委託業務の遂行に当たっては、各種関係法令等の内容を遵守するほか、本

町と十分に協議を行い、本町の意見や要望を取り入れながら実施すること。

なお、国や町が定める基準が改定された際は、それに適合するよう、迅速な

対応を行うこと。 

（４） 市場調査を行い、ふるさと納税に関するサービスで活用できるものがあ

れば、随時提案すること。特に寄附額を増やすための方策や業務効率化・業

務軽減に繋がる方策があれば提案すること。 

（５） 受託者は、本業務の履行に当たり、個人情報保護の重要性を認識し、個人

情報の漏えい、紛失、改ざん、その他の事故から保護するため、必要な措置

を講じること。また、本業務に係る個人情報の取扱いについては、「個人情

報の保護に関する法律（平成 15年５月 30日法律第 57号）」及び「筑前町個

人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年３月 20 日条例第 11 号）」を

遵守すること。 

（６） 寄附受領証明書発送業務及びワンストップ特例申請書発送・受付業務を

別途委託しているため、寄附者情報については別事業者においても作業が出

来るように互換性のあるデータで作成、提供を行うこと。 

（７） 本業務を円滑に開始できるよう、返礼品協力事業者に対し、説明会や訪問

等を行い、必要な説明を行うこと。特にシステム操作に不慣れな返礼品協力
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事業者もいるため、習熟するまで操作説明をおこなうこと。 

（８） 必要に応じて、返礼品協力事業者を対象とした、ふるさと納税制度の運用

に関する勉強会、説明会等を実施し、制度の周知徹底や、返礼品協力事業者

の意識向上に努めること。 

（９） 受託者は、業務の履行状況や経過について、月次の業務報告書を作成し、

本町と受託者によるミーティングを月１回程度開催すること。 

（１０） 本業務を実施するに当たり、本仕様書に明記されていない事項であって 

も、技術上、当然に必要と認められる事項については、受託者の責任におい 

て補充するものとする。 
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